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１

ペ
ー
ジ

条
　
　
　
　
　
例

◯
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
市
町
村
立
学
校
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
八
四
・
人
事

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
公
害
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
八
五
・
八
郎
湖

環
境
対
策
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

水
に
つ
い
て
、
排
水
基
準
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
（
現
行

畜
産
農
業
ほ
か
一
部
の
業
種
又
は
施
設
に
係
る
排
出
水
）
。

ハ
　
許
容
限
度
を
排
出
水
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
と

す
る
こ
と
と
し
た
（
現
行
　
排
水
基
準
を
引
き
上
げ
て
い
な
い
業

種
又
は
施
設
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
は
、
一
二
〇
ミ
リ
グ
ラ

ム
）
。

（２）

窒
素
含
有
量
に
係
る
排
水
規
制
の
強
化

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
る
特
定
事
業
場
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
、
許
容
限
度
を
排

出
水
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と

し
た
（
現
行
　
六
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
）
。

（３）

燐り
ん

含
有
量
に
係
る
排
水
規
制
の
強
化

一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
る
特
定
事
業
場
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
、
許
容
限
度
を
排

出
水
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し

た
（
現
行
　
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
）
。

（二）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

（二）

１
（一）
（２）
及
び
（３）
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し

た
。
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こ
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公

布

さ

れ
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条

例
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あ

ら

ま

し

◇
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
八
四
号
）

１

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八
年
秋
田
県
条
例
第

二
二
号
）
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）
及
び
市
町
村
立
学
校
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
九
号
）
の

一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

職
員
（
再
任
用
職
員
、
常
勤
の
講
師
及
び
一
般
任
期
付
職
員
を
除

く
。
）
の
給
料
月
額
を
、
次
の
と
お
り
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

管
理
職
手
当
の
月
額
を
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
九
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

（三）

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八
年
秋
田
県
条
例
第
八

〇
号
）
ほ
か
二
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

◇
秋
田
県
公
害
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
八
五

号
）

１
（一）

八
郎
湖
及
び
こ
れ
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に
係
る
排
水
規
制
の
強

化
に
つ
い
て
（
別
表
第
二
関
係
）

（１）

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
排
水
規
制
の
強
化

イ
　
排
水
基
準
の
適
用
範
囲
に
八
郎
湖
に
流
入
す
る
公
共
用
水
域
に

水
を
排
出
す
る
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
三
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
特
定
事
業
場
に
係
る
排
出
水
を
加
え
る

こ
と
と
し
た
（
現
行
　
八
郎
湖
に
水
を
排
出
す
る
特
定
事
業
場
に

係
る
排
出
水
）
。

ロ
　
排
水
基
準
を
引
き
上
げ
て
い
な
い
業
種
又
は
施
設
に
係
る
排
出

◇
◇ 

職
　
　
員
　
　
の
　
　
区
　
　
分

期
末
・
勤
勉
手
当
の
額
の
算
定
に
あ
た
っ
て
役
職

段
階
に
応
じ
た
加
算
の
あ
る
職
員

右
記
の
職
員
以
外
の
職
員

減
額
す
る
割
合

一
〇
〇
分
の
四

一
〇
〇
分
の
二

◇
◇ 
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